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土壌汚染調査のエキスパート　ー　土壌汚染対策法に基づく指定調査機関　－

土壌汚染対策法の概要

指定調査機関とは

指定調査機関の指定を受けました

　指定調査機関とは、平成15年2月15日に施行された「土壌汚染対策法」で定められている。土壌汚染状況
調査を行う調査機関をいいます。
　土壌汚染対策法では、有害物質使用特定施設の使用が廃止されたときと都道府県知事が、土壌汚染により
人の健康被害が生ずるおそれがある土地があると認めるときは、土地の所有者等に調査の義務が発生し、
指定調査機関に委託して調査を行い、調査結果を都道府県知事等に報告する。

　当社は、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関
に環境大臣より指定を受けました。

　指定調査機関は、平成16年7月の時点で1,485機関が指定されています。

指定調査機関の数量

　対象となる土地の土壌汚染の状況を把握する調査です。調査方法は以下のとおりです。

土壌汚染状況調査とは

　土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の信頼性を確保するために、技術的能力を有する調査事業者を、
その申請により環境大臣が指定調査機関として指定することとしています。

指定調査機関の条件

指　定　番　号　「 2003-1-156 」
業務を行う場所　「 全国 」

通知書（縮小版）

　平成15年2月に施行された「土壌汚染対策法」の概要は以下のとおりです。

揮発性有機化合物

重金属等

農薬等

土壌ガス採取

土壌採取

基本となる採取方法有害物質の種類 判断方法

ガス濃度

土壌溶出量値

土壌溶出量値
土壌含有量値

ただし、土壌ガス採取でガスが検出された場合は、土壌採取を行い土壌溶出量値で判断する。
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土壌汚染対策法の概要

○ 対象物質 ： 汚染された土壌の直接摂取（摂食又は皮膚接触）による健康影響
（特定有害物質） －表層土壌中に高濃度の状態で長期間蓄積し得ると考えられる重金属等

地下水等の汚染を経由して生ずる健康影響
－地下水等の摂取の観点から設定された土壌環境基準の溶出基準項目

○ 仕 組 み

調 査

指 定 及び 公 示
（台帳に記載）

指定区域の管理

※ 土壌汚染対策の円滑な推進を図るため、汚染の除去等の措置を助成し、助言、啓発普及
等を行う指定支援法人を指定し、基金を設置。

汚染の除去が行われた場合には、
指定区域の指定を解除・公示

【土地の形質の変更の制限】

・指定区域において土地の形質変更を
しようとする者は、都道府県に届出

・適切でない場合は、都道府県が計画
の変更を命令

都道府県が指定・公示するとともに、
指定区域台帳に記載して公衆に閲覧

非指定区域

・水質汚濁防止法の有害物 質使用特定施設の使用の廃止時
・土壌汚染により健康被害が生ず るおそれがあると認めるとき。

※指定調査機関（環 境大臣が指定） が調査調査・報告

【汚染の除去等の措置】

・指定区域の土壌汚染による健康被害が
生ずるおそれがあると認めるときは、
都道府県が汚染原因者（汚染原因者が

） 、不明等の場合は土地所有者等 に対し
汚染の除去等の措置の実施を命令。

【直接摂取によるリスク】
○立入禁止 ○舗装
○盛土 ○土壌入換え
○土壌汚染の除去(浄化)

【地下水等の摂取によるリスク】
○地下水の水質の測定 ○不溶化
○封じ込め(原位置 遮水工 遮断工)、 、
○土壌汚染の除去(浄化)

する
土壌の汚染状態が環境省令で定める基準に適合

（指定基準）

指定区域

土地所有者等（所有者、管理者又は占有者）

しない


